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審査事前申請（インターネット）方法 

初めてインターネットで審査事前申請をする際は、最初にインターネット専用アカウント

が必要となります。以下手順に従って、アカウント登録を行ってください。 

※すでにアカウントをお持ちの方は、3 頁「審査物件の登録・申請（インターネット）」に

進んでください。 

①メールアドレスの登録 

 

(1)https://nbthk.touken.or.jp/Member/register/temp/new にアクセス(※)し、利用登録 

画面を表示してください。「メールアドレス」を入力し、利用規約をご確認・チェックの上、

「送信」ボタンをクリックします。 

 

(※)URL を入力して検索するか、当協会ホームページ「鑑定審査＞審査の流れ」ページ  

からも直接アクセスできます。 

 

(2)入力したメールアドレスに「日本美術刀剣保存協会 利用登録のご案内」メールが自動 

送信されます。メール本文にある URL（利用登録手続きはこちらから）をクリックして、

アカウント情報の登録画面を表示してください。 

①メールアドレスの登録 ②アカウント情報の登録

https://nbthk.touken.or.jp/Member/register/temp/new
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②アカウント情報の登録 

 

(3)氏名や住所などを入力し、下方にある「登録」ボタンをクリックするとアカウント登録

完了画面が表示されます。 

※協会会員の方は、「引継ぎ情報」に「会員番号」「引継ぎ ID」を必ず入力してください。 

 

(4)完了画面が表示されたら「ログイン画面に戻る」ボタンをクリックしてください。 

 

(5)ログイン ID（又は会員番号かメールアドレス）とパスワードを入力しログインします。

次回以降ログインする際は https://nbthk.touken.or.jp/Member/login にアクセスします。 

 

 

①メールアドレスの登録 ②アカウント情報の登録

https://nbthk.touken.or.jp/Member/login
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審査物件の登録・申請（インターネット） 

①審査申請ページを表示 

 

(1)ログインしたら、画面上部にある「鑑定審査」アイコンをクリックしてください。 

(2)審査一覧が表示されますので、申請する審査年月の「申請」ボタンをクリックします。

（事前申請期間外はボタンが表示されません。申請総数が上限に達すると申請できません。） 

 

②申請方法の選択 

 

(3)「本人が申請する」か「代理で申請する」どちらかご選択ください（代理で申請する際

は、申請者本人の登録情報が必要です。） 

 

①審査申請ページ

を表示
②申請方法の選択 ③審査物件の登録

④申請の確定

予約番号通知書出力

①審査申請ページ

を表示
②申請方法の選択 ③審査物件の登録

④申請の確定

予約番号通知書出力
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③審査物件の登録 

 

(4)中方にある「＋審査物件を登録する」ボタンをクリックし、物件ごとに物件情報を入力

します。入力後、下方にある「追加」ボタンをクリックしてください。 

※審査物件登録画面の詳細は 7 頁をご覧ください。 

 

 

 

(5)追加した物件が登録されます。登録後に、編集・削除したい場合はそれぞれのボタンを

クリックしてください（※申請後は編集できません）。 

 

 

①審査申請ページ

を表示
②申請方法の選択 ③審査物件の登録

④申請の確定

予約番号通知書出力
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④申請の確定・予約番号通知書の印刷 

 

(6)申請したい物件を登録し終えたら、審査に関する注意事項・審査規程をご確認の上、  

下方にある「申請」ボタンをクリックしてください。 

申請が正常に行われると申請完了画面(7)が表示され、メールが送信されます（表示されて

初めて申請枠が確保されます。申請総数が上限に達すると申請できません。一部超えた場合

は、上限に収まるよう物件を削除してください。） 

 
(7)申請完了画面が表示されたら「申し込み内容を確認する」ボタンをクリックして   

「予約番号通知書」のダウンロードを行います。 

 

①審査申請ページ

を表示
②申請方法の選択 ③申請物件の登録

④申請の確定

予約番号通知書出力
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(8)中方にある「予約番号通知書をダウンロードする」ボタンをクリックして、出力し印刷 

してください。 

 

 

※(8)の画面を閉じた後でも、(1)「鑑定審査」アイコンクリック後、下方にある「申請済み

/未申請の審査一覧」にある該当の申請の「詳細」から予約番号通知書を出力できます。 

 

 

(9)以上で、インターネットによる事前申請は完了です。 

審査受付期間内に下記を当協会へ持ち込み(10 時～16 時)又は郵送(着日指定)し、受付の 

手続きをしてください。当協会が審査物件を受理するとメールが送信されます。 

 

〇予約番号通知書 

〇審査物件 

〇（刀剣の場合）登録証の原本 

〇（過去の審査で合格となっている場合）証書の原本 
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審査物件登録画面のご案内 

●刀剣の場合 

 

 

 

 

 

 

 

続きは、9頁にお進みください。12 頁まで続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

申請したい審査のランクを選択します。「特別保存のみ」

は既に保存鑑定書をお持ちの場合のみ選択できます。 

種別・銘別（銘の有無）・銘文を入力します。登録証（又は証書）の

記載通りに入力してください。無銘の場合は銘文欄に、分かれば極め

をご入力ください（分からない場合は空欄）。 
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●刀装・刀装具の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請したい審査のランク、物件の種類を選択します。 

「特別保存のみ」は既に保存鑑定書をお持ちの場合のみ選択できます。 

種別・画題及び名称・銘別（銘の有無）・銘文を入力します。

証書があればその記載通りに入力してください。 

画題及び名称は、分からない場合空欄で構いません。 

無銘の場合は銘文欄に、分かれば極めをご入力ください   

（分からない場合は空欄）。 
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審査物件とは別に、付帯品を提出したい場合は当てはまる 

項目を「有」にしてその点数を入力してください。 

既に証書をお持ちの場合、証書の有無を「あり」にして、   

証書の種別・交付日付・証書番号を入力してください。 
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登録証がある場合、その記載通りに入力してください。太刀

などの法令上登録証が必須なものは、入力がないと申請でき

ません。 

登録証がない（＝法令上該当しない）日本刀や刀装具・拵は

「登録証の有無」を「不要」にしてください。なお、拵を   

申請する際に、登録証のある日本刀が入っている状態で提出

する場合、その登録証情報を入力してください。 
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結果通知書を送付してもらいたい住所を入力します。アカウント登録時の情報が最初から入力 

されているので、変更ない場合はそのままで構いません。 

変更したい場合、下記のように「書類送付先」欄で「新しい書類送付先」を選択し、住所を入力

してください。※申請後に住所を変更したい場合は当協会にお電話(03-6284-1000)ください。 
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●審査物件登録における注意事項 

 

1）審査物件の登録後、「申請」ボタンをクリックし事前申請受付完了画面が表示されて  

初めて申請ができたことになります。 

 

2）保存・特別保存審査申請は受付件数に総上限および申請者一人当たりの上限がござい 

ます。審査物件登録中に上限に達する可能性がありますので、複数の審査物件を申請したい

場合でも、こまめに「申請」ボタンをクリックして少しずつ申請することを推奨します。  

なお、申請者一人当たりの上限を超えて申請した場合、すべての申請が無効となります。 

各上限数は申請画面に表示しております。 

 

3）申請する審査物件の銘文や登録証情報などは正しくご入力ください。また、重複して  

同物件を申請しないでください。正しく入力されていない、または重複して申請するなど 

当協会が不適切な申請と判断した場合、いずれの申請も無効となります。 

 

4）申請後は審査物件の変更はできません。変更する場合は、対象物件の申請をキャンセル

してから、改めて申請物件を登録してください（登録中に別の申請者が審査物件を申請し、

上限件数に達した場合、申請ができません。） 

最後に、物件提出方法を選択して、「追加」ボタンをクリックし、物件の登録が完了です。 

物件の登録を終えたら、5頁(6)に戻って、「申請」ボタンをクリックし申請を完了してください。 

※物件を登録しても「申請」ボタンをクリックし申請完了画面が表示されないと、未申請となり

無効になります。 

※申請後、物件提出方法を変更したい場合は当協会への連絡は不要です。窓口または郵送いずれ

かご都合の良い方法でご提出ください。 


